
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電動送風機と、前記電動送風機の吸込み側と連通する接続管と、前記吸込み側と連通する
接続管に接続される被掃除面と対向する下面に設けた吸込み口と、前記吸込み口を開口し
た吸込み口体と、前記吸込み口体の少なくとも前記吸込み口を除く外周面を覆う吸込み口
体カバーと、前記吸込み口体と吸込み口体カバーとの間に前記電動送風機の排気側と連通
する接続管と 、前記吸込み側と連通する接続管 前記排気側と連通する接続
管を一体に 、前記排気側と連通する接続管と前記吸込み口体カバーとの間に柔軟性
部材を介したことを特徴とする電気掃除機の吸込み口体。
【請求項２】
前記吸込み口体カバーと前記吸込み口体を伸縮性部材で接続したことを特徴とする請求項
１記載の電気掃除機の吸込み口体。
【請求項３】
前記排気風路は前記吸込み口体と前記吸込み口体カバーとの間で被掃除面に向けて開口し
たことを特徴とする請求項１記載の電気掃除機の吸込み口体。
【請求項４】
前記排気風路は前記吸込み口体のほぼ全周にわたって開口したことを特徴とする請求項３
記載の電気掃除機の吸込み口体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
この発明は、一般家庭で使用される排気循環式の電気掃除機の吸込み口体に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
図６は、従来の一般的な排気循環式の電気掃除機の構成図である。図６において、１は掃
除機の本体、２は本体１の内部に格納される集塵袋、３は集塵袋２の近傍に設けられる電
動送風機、４は本体１の一側に形成する挿入口５に接続されるフレキシブルホースを含む
延長パイプ、６は延長パイプ４の先端部に接続する吸込み口体である。なお、延長パイプ
４は吸込み口体６の吸気口７から吸い込まれる塵埃を含む空気を本体１内の集塵袋２に送
り込む吸気管８、さらに電動送風機３から排出される空気を本体１内の風路９を通じて吸
込み口体６の排気口１０に送り込む排気管１１から構成される。
【０００３】
また、図７は前述の吸込み口体６の側面断面図を示す。図７において、１２は吸込み口体
６の底部に形成する吸込み口、１３は吸込み口体６の中央部に形成して回転清掃体１４を
収納する収納室、１５は収納室１３と隣接した位置に形成する吸気風路、１６は収納室１
３から吸気風路１５の上方に形成する排気風路、１７は排気風路１６と連通して形成する
吹出し口である。なお、回転清掃体１４は円柱状の支持体１８と、その支持体１８の外周
面に一定間隔毎に複数個設けられる円弧状の突起１９から成る。
【０００４】
次に、こうした構成を有する吸込み口体６を備える電気掃除機の動作について、図６を併
用して説明する。電気掃除機の運転を開始した場合に、本体１内の電動送風機３が駆動し
て、吸込み口体６の吸気口７から塵埃を含んだ空気が吸い込まれる。そして、その吸込み
空気に含まれる塵埃が集塵袋２内に収納し、吸込み空気は電動送風機３を通過してその一
部が本体１外に排出され、残りは排気管１１から吸込み口体６の排気口１０の方へ環流す
る。次に、環流された空気は例えば絨毯などの床面に衝突した後で、吸気口７から吸い込
まれて再び本体１側に送り込まれる。このとき、図７に示すように回転清掃体１４が回転
することで、絨毯などの床面に絡み付いている塵埃は複数の突起１９により掻き出される
。これにより、掻き出された塵埃は吸込み空気と一緒になって吸気管８から本体１側の方
へと流れていく。こうした吸込み口体６の集塵動作により、床面の清掃作業が実行される
。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
従来の排気循環式電気掃除機は、前述のように吸込み口体内の回転清掃体の回転運動によ
り例えば絨毯などの床面に絡み付いている塵埃を掻き出し、その塵埃を吸気口から吸い込
んで本体内の集塵袋に送り込み、かつ電動送風機の排気を排気口側に環流して床面の清掃
作業行うものである。しかし、こうした排気循環の動作過程において吸気口に生成される
負状態の圧力と、排気口に生成される正状態の圧力とがほぼ等しくなるので、床面に対し
て吸込み口体の密着度が低くなって吸塵性能が低下するという問題点が有った。
【０００６】
この発明は、前述の問題点を解決するためになされたもので、吸込み口体の吸気口より吸
い込んだ空気を本体側へ送り込み、かつ電動送風機の排気を排気口へ環流する過程で、床
面に対して吸込み口体の密着度を高くして吸塵性能を向上させる電気掃除機の吸い込み口
体を得ることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係る電気掃除機の吸い込み口体は、被掃除面と対向する下面に電動送風機の
吸気側と連通する吸込み口を開口した横長矩形の吸込み口体を設け、吸込み口体の少なく
とも下面を除く外周面を覆い吸込み口体との間に前記電動送風機の排気側と連通する排気
風路を形成した吸込み口体カバーを備え、吸込み口体カバーを吸込み口体に対し可動的に
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設 吸込み口体カバーと吸込み口体との間に排気風路を保持する弾
性部材 ものである。
【０００８】
また、排気風路は吸込み口体と吸込み口体カバーとの間で被掃除面に向けて開口するよう
にしたものである。
【０００９】
また、排気風路は吸込み口体のほぼ全周にわたって開口するようにしたものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
図１は、この発明における排気循環式電気掃除機の吸込み口体に係る実施の形態１を示す
斜視図、図２はその吸込み口体の側面断面図である。なお、電気掃除機の全体構成図は従
来例の図６に示す図面と同様である。図１と図２において、２０は延長パイプ（図示なし
）に着脱自在に接続される接続管であって、その内部に吸込み風路２１を形成する内側接
続管２２と、この内側接続管２２の外周との間に環流風路即ち第１の排気風路２３を形成
する外側接続管２４とを有している。
【００１１】
２５は内側接続管２２に接続される吸込み室２６を形成する吸込み口体、２７は吸込み室
２６内に設けられる回転ブラシ、２８は吸込み口体２５の外周面を覆い、吸込み口体２５
との間に第１の排気風路２３と連通する第２の排気風路２９を形成する吸込み口体カバー
であって、例えばゴムから成る柔軟性を有する管状の柔軟性部材３０を介して外側接続管
２４に可動自在となるように接続される。３１は吸込み口体２５の床面側に近い先端部近
傍であって、吸込み口体カバー２８との間に複数個の設けた例えばコイルバネから成る伸
縮性部材、３２は吸込み口体２５の先端部近傍の外周面に固着される吸込み口体用清掃ブ
レード、３３は吸込み口体カバー２８の先端部近傍の外周面に固着される吸込み口体カバ
ー用清掃ブレードである。
【００１２】
次に、こうした構成を有する吸込み口体２５の吸込み動作について、図１～図２、図６と
を併用して説明する。使用者が吸込み口体２５を床面に沿って往復移動させる際に、吸込
み口体２５の外周面と吸込み口体カバー２８の内周面との間に介在する伸縮性部材３１に
より、吸込み口体カバー２８が共連れ状態で移動する。そして、電動送風機３が駆動する
と床面に付着している塵埃を含む空気が吸込み口体２５の吸気口（図２中のａ部）から吸
い込まれ、吸込み風路２１を通じて本体１側に送り込まれる。これと同時に、例えばフロ
ーリングの床面に付着している塵埃は回転ブラシ２７の回転運動により拭き取られ、その
塵埃が吸込み風路２１を通じて本体１側に送り込まれる。次に、電動送風機３より排出さ
れる空気は第１の排気風路２３から第２の排気風路２９を通じて排気口（図２中のｂ部）
へ環流し、この空気がフローリングの床面に対し垂直方向に吹き出される。
【００１３】
これにより、フローリングの床面に付着している塵埃は浮上し、その塵埃を含む空気が吸
込み口体用清掃ブレード３２の下部を通り抜けて吸気口より入り込む。そして、その空気
は吸込み風路２１を通じて本体１側に送り込まれる。これ以降は、前述の動作と同様であ
る。
【００１４】
次に、前述のように電動送風機３から排出される空気が第１の排気風路２３から第２の排
気風路２９を通じて排気口へ環流し、その空気が床面に対して垂直方向に吹き出される過
程で、吸込み口体カバー２８内には正状態の圧力が加わる。即ち、吸込み口体カバー２８
を上方へ移動させようとする移動ベクトル（図２中のＡベクトル）がそのカバーに働く。
これにより、吸込み口体カバー２８は自重に逆いながら上方へ可動する状態となる。そし
て、上方への移動ベクトルは柔軟性部材３０によって吸収されることで、柔軟性部材３０
と接続している外側接続管２４にはその移動ベクトルが殆ど伝達することはない。
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【００１５】
したがって、外側接続管２４から内側接続管２２を介して吸込み口体２５にその移動ベク
トルが伝達されない状態となる。このために、吸込み口体２５の吸気口に生成される吸込
み力即ち負状態の圧力はその移動ベクトルにより低減されることがない。したがって、吸
込み口体２５に対して下方へ移動させようとする移動ベクトル（図２中のＢベクトル）が
働くので、吸込み口体２５の床面に対しての密着性が良くなる。
【００１６】
次に、前述の構成を有する吸込み口体２５により室内の壁側の床面に付着している塵埃を
吸い込む場合は、図３に示すように吸込み口体２５を壁（図３中のｘ部）側に押し付ける
。これにより、吸込み口体２５の外周面に設けられる伸縮性部材３１を介して吸込み口体
カバー２８が壁側に接触する。このとき、伸縮性部材３１は縮むことによって吸込み口体
２５の吸気口（図３中のａ部）が壁側に近づく状態となる。したがって、壁側の床面に付
着している塵埃が吸込み口体２５の吸気口より効率良く吸い込まれる。
【００１７】
なお、吸込み口体２５を壁側から遠ざけた場合には伸縮性部材３１が伸び、伸縮性部材３
１の戻り力で吸込み口体２５の外周面と、吸込み口体カバー２８の内周面との空間距離が
大きくなって圧損が小さくなる関係上、環流された排気の風速が再び増大する。また、こ
のときに外側接続管２４と吸込み口体カバー２８との間に介在する柔軟性部材３０が縮ま
った状態から伸びた状態へと変化することにより、吸込み口体カバー２８は水平方向に移
動して前述の空間距離を大きくさせるような効力が働く。
【００１８】
次に、前述の吸込み口体２５により例えば絨毯などの床面に絡み付いている塵埃を吸い込
む場合は、図４に示すように吸込み口体２５の吸気口（図４中のａ部）は負圧状態となっ
ているので、下方への移動ベクトル（図４中のＢベクトル）が働く。このために、吸込口
体２５は床面に対する密着度が高まる関係上、絨毯の毛を押し潰しながらその吸気口より
絨毯の毛の奥部に入り込んだ塵埃を吸い込むことができる。このときに、吸込み口体２５
は床面に対して密着度が高まることにより、吸込み口体用清掃ブレード３２と床面との隙
間距離が小さくなる。したがって、吸込み口体用清掃ブレード３２と床面との隙間を通過
する塵埃を含む風速が大きくなるので、吸込み口体２５の吸塵性能が向上する。
【００１９】
そして、電動送風機３から排出される空気は前述の所定の排気風路を通じて吸込み口体カ
バー２８の先端部に形成する排気口へと流れ、絨毯の毛の奥部まで浸入していく。次に、
絨毯の毛の奥部に絡み付いている塵埃は浮上し、その塵埃は吸込み口体２５の外周面に設
けられる吸込み口体用清掃ブレード３２の下部を抜けて吸気口より吸い込まれる。これ以
降は、前述の動作と同様である。なお、このときに吸込み口体カバー２８は絨毯の毛の高
さ分（図４中のｈ）まで上方へ移動すると共に、そのカバー内には正状態の圧力が加わる
関係上、上方への移動ベクトルが働く（図４中のＡベクトル）。
【００２０】
次に、吸込み口体用清掃ブレード３２と絨毯のベースとの隙間距離に対する風速の大きさ
について、図５を併用して説明する。図５の（ａ）は、絨毯と一般的な排気循環式の吸込
み口体の外周面に固着される第１の吸込み口体用清掃ブレード３４との位置関係を示す図
である。ここでは、第１の吸込み口体用清掃ブレード３４の先端部と絨毯のベース（図中
のａ部）との隙間距離をＧ１例えば１．３ｃｍとする。また、図５の（ｂ）は絨毯と本発
明の吸込み口体２５の外周面に固着される第２の吸込み口体用清掃ブレード３５との位置
関係を示す図である。ここでは、第２の吸込み口体用清掃ブレード３５の先端部と絨毯の
ベース（図中のｂ部）との隙間距離をＧ２例えば１．０ｃｍとする。
【００２１】
そして、吸込み口体２５の吸気口の面積を６０ｃｍ 2（但し、吸込み口体２５の全体面積
を１７０ｃｍ 2）、各々の清掃ブレードの先端部と絨毯のベースとの間に流入する風速を
２．２ｃｍ／ｓｅｃとした場合に、一般的な吸込み口体に固着される吸込み口体用清掃ブ
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レード４０の先端部から抜け出る風速は３．２ｃｍ／ｓｅｃと計測される。一方、本発明
の吸込み口体２５の場合はそれに固着される吸込み口体用清掃ブレード４１の先端部から
抜け出る風速は５．４ｃｍ／ｓｅｃと計測され、一般品と比べて風速が大きくなって吸い
込み性能が向上すると判断される。
【００２２】
以上のように、吸込み口体２５の外周面を覆うように吸込み口体カバー２８を設け、電動
送風機３から排出される空気を排気口へ環流する過程で、吸込み口体カバー２８の上方へ
の移動ベクトルが吸込み口体２５に伝達しないように配置構成したので、床面に対してそ
の密着度が高まって吸塵性能が向上する吸込み口体を提供できる。
【００２３】
【発明の効果】
この発明は、以上のように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。
【００２４】
この発明に係る電気掃除機の吸い込み口体は、被掃除面と対向する下面に電動送風機の吸
気側と連通する吸込み口を開口した横長矩形の吸込み口体を設け、吸込み口体の少なくと
も下面を除く外周面を覆い吸込み口体との間に電動送風機の排気側と連通する排気風路を
形成した吸込み口体カバーを設け、吸込み口体カバーを吸込み口体に対し可動的に設ける
と共に吸込み口体カバーと吸込み口体との間に排気風路を保持する弾性部材を介在するよ
うにしたので、吸込み口体カバーに生成する上方への移動ベクトルを柔軟性部材で吸収し
、その移動ベクトルを吸込み口体へ伝達しないように工夫できる。したがって、吸込み口
体の床面に対する密着度を高めて吸塵性能の良好な電気掃除機の吸込み口体を提供できる
。さらに、吸込み口体を壁に近づけた場合に吸込み口体カバーは水平方向に移動すること
で、吸込み口体の吸気口が壁側の床面に接近し、その個所の塵埃を効率良く吸い込むこと
ができる。
【００２５】
また、排気風路は吸込み口体と吸込み口体カバーとの間で被掃除面に向けて開口するよう
にしたので、電動送風機から排出される空気を開口部を通じて床面に吹き付けることがで
きる。これにより、例えば絨毯などの床面に絡み付いている塵埃をその空気で浮上させ、
浮上した塵埃を吸込み口体の吸気口より効率良く吸い込むことができる。
【００２６】
また、排気風路は吸込み口体のほぼ全周にわたって開口するようにしたので、電動送風機
から排出される空気を床面へ多量に吹き付けることができる。これにより、例えば絨毯な
どの床面に絡み付いている塵埃をその空気で勢い良く浮上させ、吸込み口体の吸気口より
効率良く吸い込むことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１に係る吸込み口体の斜視図を示す。
【図２】　実施の形態１に係る吸込み口体の側面断面図の一例を示す。
【図３】　実施の形態１に係る吸込み口体の側面断面図の他の例を示す。
【図４】　  実施の形態１に係る吸込み口体の側面断面図のさらに他の例を示す。
【図５】　実施の形態１に係る吸込み口体の清掃ブレードと床面との位置関係を示す図で
ある。
【図６】　従来の吸込み口体を搭載した電気掃除機の全体構成図である。
【図７】　従来の吸込み口体の側面断面図を示す。
【符号の説明】
１  掃除機の本体、２　集塵袋、３　電動送風機、４　延長パイプ、５　挿入口、６　吸
込み口体、７　吸気口、８　吸気管、９　風路、１０　排気口、１１排気管、１２　吸込
み口、１３　収納室、１４　回転清掃体、１５　吸気風路、１６　排気風路、１７　吹出
し口、１８　支持体、１９　突起、２０　接続管、２１　吸込み風路、２２　内側接続管
、２３　第１の排気風路、２４　外側接続管、２５　吸込み口体、２６　吸込み室、２７
　回転ブラシ、２８　吸込み口体カバー、２９　第２の排気風路、３０　柔軟性部材、３
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１　伸縮性部材、３２吸込み口体用清掃ブレード、３３　吸込み口体カバー用清掃ブレー
ド、３４　第１の吸込み口体用清掃ブレード、３５　第２の吸込み口体用清掃ブレード。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

(6) JP 3882520 B2 2007.2.21



【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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